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(仮称)箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業(第 2 期) 実施方針の変更 新旧対照表

頁 変更前 変更後

P.3※ (5)事業の概要

①事業の範囲

（中略）

※１駅舎駐輪場は機械式立体地下駐輪場により整備する（詳細

の業務範囲については、入札公告において要求水準書によ

り提示する）。

※２市で参考となる詳細設計図を作成する（参考となる詳細設

計図については、入札公告において要求水準書により提示

(5)事業の概要

①事業の範囲

（中略）

※１駅舎駐輪場は機械式立体地下駐輪場により整備する。

※２市で参考となる基本設計図（意匠・構造等含む）を作成す

る（参考となる基本設計図及び詳細の業務範囲について

は、入札公告において要求水準書により提示する）。

※３市で参考となる詳細設計図を作成する（参考となる詳細設

計図及び詳細の業務範囲については、入札公告において要
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する）。

※３自主事業は、地区内デッキと駅前広場を活用した、まちの

賑わいに寄与するソフト面の事業（イベントの実施等）の

提案を求める。

※４上記の他に、ＳＰＣ管理運営業務も業務範囲とする（詳細

は入札公告において要求水準書により提示する）。

求水準書により提示する）。

※４自主事業は、地区内デッキと駅前広場を活用した、まちの

賑わいに寄与するソフト面の事業（イベントの実施等）の

提案を求める。

※５上記の他に、ＳＰＣ管理運営業務も業務範囲とする（詳細

は入札公告において要求水準書により提示する）。

P.9 4 民間事業者の募集・選定スケジュール

民間事業者の募集・選定に当たってのスケジュールは、下表

のとおりとする。

4 民間事業者の募集・選定スケジュール

民間事業者の募集・選定に当たってのスケジュールは、下表

のとおりとする。

p.11 コ 市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している企

業、その協力会社と資本面若しくは人事面において関連

がある者でないこと。本事業に関し、市のアドバイザリ

ー業務を行う者は以下のとおりである。

コ 市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している企

業、その協力会社及び市が「第 1 特定事業の選定に関す

る事項」1.(5)①※2、※3 に示す業務を委託した企業と

資本面若しくは人事面において関連がある者でないこ

と。本事業に関し、市のアドバイザリー業務を行う者は

以下のとおりである。なお、「第 1 特定事業の選定に関

する事項」1.(5)①※2、※3 に示す業務を行う者は入札

公告時に示す。
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P.12 ① 公共施設群設計実施者

ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づ

く一級建築士事務所登録を行っていること。

イ 箕面市競争入札参加者資格審査要綱（平成 8 年箕面市訓

令第 1 号。以下「資格審査要綱」という。）第 6 条に規

定する土木設計及び建築設計において等級区分がＡであ

ること。

ウ 設計企業と直接的かつ恒常的に雇用関係がある一級建築

士を配置できること。

（中略）

③ 公共施設群建設実施者

建設企業は、単体企業又は特定建設工事共同企業体（以下

「ＪＶ」という。）のいずれかとする。ＪＶは、自主結成と

し、構成員数は、2 社、3 社又は 4 社とする。ＪＶの出資比

率は以下のとおりとすること。

・代表構成員の出資比率が最大であること

・構成員数が 2 社の場合、最低出資比率は 30％以上である

こと

・構成員数が 3 社の場合、最低出資比率は 20％以上である

① 公共施設群設計実施者

設計企業は、単独企業又は設計共同企業体（以下「設計Ｊ

Ｖという。）のいずれかとする。設計ＪＶは、自主結成と

し、構成員数は、2 社、3 社又は 4 社とする。設計ＪＶの出

資比率は以下のとおりとすること。

・代表構成員の出資比率が最大であること

・構成員数が 2 社の場合、最低出資比率は 30％以上である

こと

・構成員数が 3 社の場合、最低出資比率は 20％以上である

こと

・構成員数が 4 社の場合、最低出資比率は 15％以上である

こと

ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づ

く一級建築士事務所登録を行っていること。

イ 箕面市競争入札参加者資格審査要綱（平成 8 年箕面市訓

令第 1 号。以下「資格審査要綱」という。）第 6 条に規

定する土木設計及び建築設計において等級区分がＡであ

ること。

ウ 設計企業と直接的かつ恒常的に雇用関係がある一級建築

士を配置できること。

（中略）

③ 公共施設群建設実施者

建設企業は、単体企業又は特定建設工事共同企業体（以下

「建設ＪＶ」という。）のいずれかとする。建設ＪＶは、自

主結成とし、構成員数は、2 社、3 社又は 4 社とする。建設

ＪＶの出資比率は以下のとおりとすること。

・代表構成員の出資比率が最大であること

・構成員数が 2 社の場合、最低出資比率は 30％以上である

こと

・構成員数が 3 社の場合、最低出資比率は 20％以上である
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※）ページ番号は、変更後の実施方針。

下線部分：変更箇所

・構成員数が 3 社の場合、最低出資比率は 20％以上である

こと

・構成員数が 4 社の場合、最低出資比率は 15％以上である

こと

ア 資格審査要綱第 6 条に規定する土木工事及び建築工事に

おいて等級区分がＡであること

・構成員数が 3 社の場合、最低出資比率は 20％以上である

こと

・構成員数が 4 社の場合、最低出資比率は 15％以上である

こと

ア 資格審査要綱第 6 条に規定する土木工事及び建築工事に

おいて等級区分がＡであること


